
武豊町地域公共交通会議

令和５年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価
及び地域公共交通計画の評価結果 概要（全体）

平成２１年４月３０日設置

令和４年４月 武豊町地域公共交通計画策定
（計画期間：令和４年４月～令和９年３月）

令和４年６月２９日 フィーダー系統 確保維持計画策定等

令和５年１２月８日 令和５年度評価結果送付
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1.【Plan】協議会等が目指す地域公共交通の姿① 2

【武豊町の概要】
人口：４３,５３５人（※令和２年国勢調査）
鉄道：ＪＲ武豊線（武豊駅）、名鉄河和線（上ゲ駅、知多武豊駅、富貴駅）
【計画策定の背景】
旧網形成計画が令和３年度末をもって計画期間満了。旧網形成計画の施策進捗状況を評価すると
共に、武豊町の現状実態や住民ニーズ、上位関連計画などを確認し、地域公共交通に関する課
題・問題点を抽出した。この課題・問題点を解決する施策を検討し、令和４年４月に交通計画を
策定した。（計画期間：令和４年度～令和８年度（５ヵ年））

国の補助路線

地域交流路線基幹バス
（コミュニティバス）



1.【Plan】協議会等が目指す地域公共交通の姿② 3

現状の公共交通ネットワーク

〇赤ルート（幹線系統）
中心部の２つの鉄道駅を基点に、主に町北
部を循環する。最北端部は、半田市内の青
山駅に乗り入れ、半田市の公共交通と接続
する。利用者数は路線全体の２割以上が半
田市への乗り入れを行っており、今後も広
域的な交通網としての確保維持が必要であ
る。

〇青ルート（フィーダー系統）
中心部の２つの鉄道駅を基点に、各駅およ
び幹線系統と接続し、主に町南部の広範囲
をカバーする。令和４年１０月に鉄道駅を
追加するなど、ルートの見直し・利用拡大
を図った。見直し後も利用状況について確
認をしながら、確保維持が必要である。

〇広域ネットワーク
隣接する半田市に加え、令和４

年１０月より常滑市とも交通ネッ
トワークが構築された。
半田市とは、青山駅を起点に接

続。半田市立病院等には鉄道を介
してネットワークを結ぶ。
常滑市とは、常滑南部・武豊線

が名鉄知多武豊駅まで乗り入れて
おり、中部国際空港・名鉄常滑
線・空港線等と接続している。



2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組① 4

青ルートの見直し（令和４年１０月）

変更前（令和４年９月末時点）
■計画に記載する「路線・ダイヤ等の見直し」を実施

変更後（令和４年１０月から）

【変更内容】
・赤・青ルートの接続性は維持しつつ、青ルートを見直し、
北部への延伸によりカバーエリアを増加
新たな駅（名鉄上ゲ駅）や医療機関、公共施設等と
接続することにより、路線の機能・役割とサービス水準を上げる

・左回りから右回りに変更
・運行距離：１５.１km→１６.５km
・停留所数：２７→２９箇所

カバーエリアの増加



取組名称 取組の概要 実施結果 実施結果の考察
基本的な方針
（地域公共交
通計画内）

★地域交流路
線 基 幹 バ ス
（ コ ミ ュ ニ
ティバス赤・
青ルート）の
運行
※国の補助路
線（地域間幹
線 系 統 ・
フィーダー系
統）

コミュニティバ
スの確保維持

・前年度の運行に比べて利用者が約15％増加
(67,322人⇒77,094人)

・赤ルート・青ルートともに、過去最多の
利用者数を記録

・満足度や要望等把握のため、利用者アン
ケートを実施(令和５年９月中旬)※集計中

・新型コロナウイルス感染症の第５類移
行までの間、「車内会話を控える・マス
ク着用」の車内掲示による呼びかけを実
施し、安全・安心な利用に努めた。
・青ルートの見直しをはじめとする取組
みの結果、利用者数の増加に繋がった。

①市街化区域
内 で の 交 通
サービスの確
保維持

路線・ダイヤ等
の見直し

・令和４年１０月より青ルートを北部へ延伸
し、ルート・ダイヤを見直し（再掲）
・運行計画の作成、交通会議での協議等
・住民要望に対する年末年始運行決定
(令和５年３月会議)

・新たな駅や医療機関等と接続すること
により路線の機能・役割とサービス水準
を上げた。
・今後、年末年始運行によるサービス向
上を図る。

車両の追加や入
れ替えの検討

令和５年９月より電動バスへの車両更新(青
ルート)
※町広報紙面および令和５年８月２５日にお
披露目会を開催し、住民に向けても広くPR

ゼロカーボンシティ・SDGs等の環境対策
の推進、２枚ドア化による遅延防止およ
び経年劣化等に対する安全性の確保に繋
がった。

地 域 内 移 動
サービスであ
る 接 続 タ ク
シー制度の見
直し

接続タクシー制
度の内容見直し

・接続タクシー制度の見直しによる、地域内
移動サービスの向上（交通不便地域対策）
・タクシーの強みである「ドアtoドア」を生
かし、利用可能範囲を「接続タクシー停留所
⇔指定のコミュニティバス停留所」から「自
宅⇔最寄りのコミュニティバス停留所」へ変
更(令和２年度、３年度に住民団体と協力・
実施した住民ワークショップおよび社会実験
を基にした制度見直し)
・満足度や要望等把握のため、登録者アン
ケートを実施(令和５年９月中旬)※集計中

・制度見直し後、新たな利用が見られ始
めているが、高齢者の集会等に出向くな
ど、今後も制度の継続的な周知が必要で
ある。
・住民団体と協力・作成した
チラシも活用する。

②ニーズが認
められたエリ
ア で の 交 通
サービスの提
供

地域公共交通計画に基づく各種事業の実施

2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組② 5



取組名称 取組の概要 実施結果 実施結果の考察
基本的な方針
（地域公共交
通計画内）

公共交通を
活用する生
活スタイル
への転換

コミュニティバ
ス・接続タクシー
無料乗車券交付
(町支援に基づく)

・令和元年１０月より実施
自動車免許返納者・７０歳以上の高齢者に

対する無料乗車券の配布(令和５年度新規登
録者数：３１１人 累計：２,２７８人)
・令和５年度無料乗車券利用者延べ人数
５１,９０３人（全体の約７割）

※令和４年度：４２,９７４人（全体の約６割）

高齢者の外出支援による健康促進、交通
安全、SDGs等の環境対策の推進が図られ
ている。

③公共交通を
活用する生活
スタイルへの
転換

情報発信の取組
・時刻表の新規作
成
・町広報等を通し
た情報発信

・町広報紙面を活用した「コミュバスニュー
ス」(不定期)により、地域公共交通のメリッ
トについて情報発信(令和５年９月号)
・新たに作成した時刻表を全戸配布
・時刻表裏面には、令和４年１０月に運行開
始の常滑市コミュニティバスを含めた周辺の
電車・バスの路線図を掲載し、広域的な交通
ネットワークを紹介

・地域公共交通全体のメリットについて
情報を発信した。
・新たに作成した時刻表の全戸配布およ
び裏面へ周辺の電車・バスの路線図を掲
載したことにより、公共交通利用への転
換、新規利用者の獲得に繋がった。

武豊町コミュニ
ティバス・生活の
足を考える会への
活動支援

・利用促進事業として、青ルート「武豊中央
公園」停留所にて下車した未就学児に対して
公園で遊べるおもちゃのプレゼント(コミュ

ニティバス車内掲示・町内全保育園へPRチラ
シ配布）

・主にコミュニティバス停留所付近における、
おすすめスポットの募集（今後、集約し、利
用促進事業への活用を予定）

・産業まつりにてブースを出展し、PRおよび
コミュニティバス・接続タクシーの認知度や
利用有無等に関するアンケート調査を実施

・未就学児を対象とした利用促進事業の
実施により、未就学児および保護者の利
用に繋がった。
・産業まつりによるアンケートでは、コ
ミュニティバスは知っているが、無料乗
車券の制度を知らない等の課題が見受け
られたため、単発ではなく継続した情報
発信やその方法の検討が必要である。

地域公共交通計画に基づく各種事業の実施

2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組③ 6



取組名称 取組の概要 実施結果 実施結果の考察
基本的な方針
（地域公共交
通計画内）

公共交通を活
用する生活ス
タイルへの転
換

保育園体験乗車 ・町内保育園が遠足等で町内移動をする際に、
町コミュニティバスを活用(保育士乗車無
料)(令和５年度活用実績２回)

・遠足等での移動の際に、コミュニティ
バスを活用することにより、子どものコ
ミュニティバスへの親しみに繋がった。
・今後も引き続き、保育園へのPRにより、
コミュニティバスの活用を図っていく必
要がある。

③公共交通を
活用する生活
スタイルへの
転換

町内保育園児
コミュニティバ
スぬり絵の車内
掲示

・町内保育園児による、武豊町マスコット
キャラクター「みそたろう」のコミュニティ
バス乗車イラストのぬり絵を車内へ掲示

・町内保育園児へコミュニティバスに親
しみを持ってもらうとともに、移動手段
に加えた活用方法を実施できた。
・利用者より、バス車内が賑やかになっ
て良いという声を頂いた。

Google Maps等へ
の情報提供の整
備

・令和４年１０月の青ルート見直し・ダイヤ
改正等の前にGTFSデータを修正し、変更後の
情報の閲覧をGoogle Maps等で遅滞なく検索
可能とした。

・Google Maps等での情報の閲覧が可能
となる事により、利用者の利便性が向上
する。利用者の利便性向上により、公共
交通を活用する生活スタイルへの転換の
一助となる。

地域公共交通計画に基づく各種事業の実施

2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組④ 7



取組名称 取組の概要 実施結果 実施結果の考察
基本的な方針
（地域公共交
通計画内）

移動サービス
の検討・関連
施策の計画的
な実施

関連施策の計画
的な実施

・土地区画整理事業に伴う、駅前環境整備事
業の継続検討

土地区画整理事業を通し、駅前でのにぎ
わいづくりや自転車を活用したまちづく
りの展開を引き続き検討していく。

④ TEAM ONE
TAKETOYO 体 制
による総合的
な移動サービ
スの提供

時代の変化に
対応した公共
交通サービス
の検討

コミュニティバ
ス電動化

・令和５年９月より電動バスへの車両更新
(青ルート)（再掲）

・ゼロカーボンシティ・SDGs等の環境対
策の推進、２枚ドア化による遅延防止お
よび経年劣化等に対する安全性の確保に
繋がった。
・赤ルートにおいても、次期更新時での
電動化を検討する。
・時代の変化に対応した、公共交通サー
ビスに向けた取組みを引き続き図ってい
く必要がある。

⑤時代の変化
に対応した公
共交通サービ
スの検討

交通のあり方な
どの地域将来の
検討

・新型コロナウイルス感染症の第５類移行ま
での間、「車内会話を控える・マスク着用」
の車内掲示による呼びかけを実施
・広域ネットワークの強化
半田市との接続に加え、常滑市コミュニ

ティバスグルーンの名鉄知多武豊駅乗り入れ
により、広域ネットワークが強化（令和４年
１０月より）

・第５類移行後も着実に回復し、赤ルー
ト・青ルートともに、過去最多の利用者
数を記録。安全・安心な利用を提供する
重要性を再認識した。
・新たな広域ネットワークの形成、強化
により、地域の移動サービスの枠が広
がった。引き続き、ホームページでの周
知・時刻表の配布等の情報共有による連
携を図っていく。
・令和５年６月会議にて、委員より発言
のあった、武豊町内へのグルーン停留所
追加設置要望に対しても検討する。

地域公共交通計画に基づく各種事業の実施

2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組⑤ 8

名鉄知多武豊駅での接続
（赤ルート・青ルートともに接続）



3.【Check】計画の目標の達成状況とその理由についての考察 9

●武豊町地域公共交通計画の評価に係る事項（令和４年４月計画策定）
指標 内容 前年度 今年度 評価

地域交流
路線基幹
バスの利
用者数

１年間で地域交流路
線基幹バスを利用し
た人数
目標：R7年度時
（4月～3月年度）

72,000人

R4年度
（R3/10～R4/9）
赤：41,667人
青：25,655人
計：67,322人
（前年比5,086人増）

R5年度
（R4/10～R5/9）
赤：50,361人
青：26,733人
計：77,094人
（前年比9,772人増）

コロナ禍から完全回復し、
過去最多の利用者数を計
測。交通計画の終了時点
（R7年）の目標数72,000
人を超える利用を達成。

●令和５年度 生活交通確保維持改善計画で定めた目標設定と利用実績評価＞
※計画目標はコロナ禍の影響を考慮して設定

令和５年度
（R04.10～R05.9）

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和５年度
確保改善
計画目標

令和５年度
実績

計画
目標

達成
状況

幹線系統 赤ルート 39,655人 41,667人 43,000人 50,361人 前年比増 達成

フィーダー系統 青ルート 22,581人 25,655人 25,000人 26,733人 前年比増 達成

バスネットワーク全体 62,236人 67,322人 68,000人 77,094人 前年比増 達成

接続タクシー 533人 606人 未設定 552人 前年比減 未達成

●目標値についての評価（考察）
• ネットワーク全体での利用者数は拡大しており、コロナ前のピーク時（令和元年度68,485人）を超える過
去最多の利用となった。

• フィーダー系統・青ルートだけに着目すると、利用者数が令和４年度の25,655人に対して、ルート見直し
後の令和５年度は26,733人と、1,078人増加し、過去最多の利用者数となった。

• 地域内移動サービスである接続タクシーは減少したものの、新たな利用が見られ始めている。今後は、住
民団体と協力・作成したチラシも活用し、高齢者の集会等に出向き、継続的な周知活動が必要である。

●事業収支面に関する評価
• 交通計画上での事業収支面の評価は、財政投入額が大幅に拡大しないかをモニタリングすることとし、具
体数値設定はしていない。高齢者に対する無料乗車券交付事業の導入による高齢者利用割合の増加から、
利用者負担の運賃収入は減少したものの、武豊町からの無料乗車分の補填計上により、全体収支は利用者
増を反映し、改善している。R5年度もR4年度に比較して地域交流路線基幹バスの運賃収入は増加している。



3.【Check】計画の目標の達成状況とその理由についての考察 10

●地域交流路線基幹バスの利用者数の推移（１０月～９月年度）

・平成２７年度に４ルートから現行の２ルートに再編。
・平成２８年度の再編以降は増加基調にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、令和２年度の全体利用者数は大きく減少した。
・コロナ禍以降は徐々に回復傾向となり、過去最多であったR1年度の数値68,485人を
上回り、令和５年度は大きく回復し、77,094人を達成した。赤、青ルート共に利用者
数が増加し、過去最多となっている。
・青ルートの見直し（令和４年１０月）や半田市に加え、常滑市コミュニティバスと
の接続による影響が大きいと想定される。
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4.【Act】計画目標の達成に向けた今後の取組方針 の作成 11

＜計画目標の現在の到達点＞（フィーダー個別・地域交流路線基幹バス全体での評価）
・フィーダー系統の青ルートについては、コロナの影響を受け、月利用者数がピーク時の約７割まで落ち込ん
だ。感染症対策の周知徹底、利用促進事業（生活の足を考える会）、町広報紙面への掲載等の取り組みにより、
回復傾向となり、令和４年１０月のルート見直しの効果もあり、令和５年度は過去最多の利用者数となった。
・赤ルートを含む地域交流路線基幹バス全体でも、令和５年度利用者数は、過去最多の数値を達成している。

ネットワークの拡大に関する取組
・令和５年度は、半田市に加え、常滑市コミュニティバスグルーンの名鉄知多武豊駅への乗り入れが令和４年
10月に開始となり、時刻表も半田市や常滑市等を含む、周辺の電車・バスの路線図を掲載し、広域的なネット
ワークを紹介した利用拡大を進めている。

公共交通の維持に関する課題（事業収支の捉え方）
・高齢者の安全安心・外出支援等を目的として、無償化（無料乗車券の発行）により、地域交流路線基幹バス
の見かけ上の収入（運賃収入）は大きく減少したが、住民の足としてサービスの確保維持が必要である。
・利用者数の増加や社会的効果などのクロスセクターベネフィットの考慮からも、公共交通の必要性は認めら
れていると考える。公共交通の表面的な収支に捉われることなく、社会的価値を地域で共有できるよう、適切
な情報発信対応が重要である。
・地域交流路線基幹バスの利用者の令和５年度実績は、過去最高を計測し、交通計画の目標値72,000人も計画
期間を残して、達成することができた。利用者増による運賃収入拡大を進め、事業維持を引き続き目指す。

＜今後の取組方針＞
利用者数の拡大を目指したネットワーク全体の利用促進活動の実施（交通計画事業の実施）
・地域公共交通計画に位置付けた各種事業の計画的な実施を目指す。ネットワーク全体での利用者数は、過去
最多を記録し、交通計画の目標を達成した。今後も、半田市や常滑市等の広域的なネットワークと乗継方法な
どの情報発信を継続し、エリア全体での公共交通利用者数の増加に繋がるように努めていく。
公共交通の維持に関する課題への対応
・地域交流路線基幹バス・接続タクシーの実績報告や当該評価結果を町ＨＰを通して公開し、住民への情報発
信を継続実施する。加えて、住民団体である武豊町コミュニティバス・生活の足を考える会の定例会の機会な
どを活用し、公共交通に対する住民ニーズの確認および利用促進イベントの協働実施、公共交通の社会的効果
の周知等を行うことで、住民における公共交通に関する意識向上および利用促進を目指す。



前回の二次評価結果
（５年３月10日通知）

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

●令和４年度二次評価（R5/3/10通知）
＜評価できる取組＞
・接続タクシーの運賃や利用法などの改善を図ったこ
と、青ルートの延伸・ダイヤ改正、保育園の遠足にバ
スを活用したこと、感染症対策の周知（ポスター掲示、
抗ウイルスコーティング）、GTFSデータを作成して提
供したことを評価します。
・憩いのサロンや生活の足を考える会とともに公共交
通の利用に向けた説明を行ったり、停留所のベンチ製
作をしたりしたことを評価します。

＜期待する取組＞
・青ルートの見直しおよび接続タクシーの制度の見直
しについて効果や影響について検証し、必要な改善お
よび効果的な周知について検証されるよう期待します。
・知多武豊駅に乗り入れる周辺自治体のコミュニティ
バス路線の動向について、地域間の交通ネットワーク
強化を意識した情報交換、連携へとつながることを期
待します。
・駅前環境整備事業に伴う道路の拡幅等コミュニティ
バス運行に関連する計画を注視しつつ、今後の取組を
進められることを期待します。
・地域住民との連携を深め、SNSなど新しい情報発信
の方法について幅広に検討し、公共交通に携わる関係
者が観光・福祉・商業など多方面に広がることを期待
します。

●青ルートおよび接続タクシー制度
の見直し
・青ルートについては、見直し後の
利用が増え、過去最多の利用者数と
なった。
・接続タクシー制度の見直しについ
ては、減少したものの、新たな利用
が見られ始めている。

●周辺自治体のコミュニティバス路
線の動向について
・周辺自治体と交通ネットワーク強
化を意識した情報交換や連携を図っ
た。
・時刻表裏面には、周辺の電車・バ
スの路線図を掲載し、広域的な交通
ネットワークを紹介した。

●駅前環境整備事業に伴う道路の拡
幅等について
・関連部署と計画の進捗状況等につ
いて、情報共有を図った。

●SNSなど新しい情報発信の方法に
ついて
・町広報紙面を活用した「コミュバ
スニュース」(不定期)により、地域
公共交通のメリットについて情報発
信をした。
・電動バスのお披露目会の際には、
関係者だけではなく、住民に対して
も広くPRするために、町HPに加え、
SNSでも開催について情報発信した。

●交通会議でのPDCA
・左記の事業評価や各種事業の
取組みについて、相互に共有し、
必要に応じて事業改善を行う。

●コミュニティバス・接続タク
シー事業
・コミュニティバスについては、
過去最多の利用者数となったが、
利用状況を確認しつつ、利用促
進を図る。
・接続タクシーについても、利
用状況を確認しつつ、高齢者の
集会等に出向き、継続的な周知
活動を実施する。
・コミュニティバス利用者およ
び接続タクシー登録者へのアン
ケート結果を踏まえ、今後の取
組みについて検討していく。

●周辺自治体等との連携
・引き続き、交通ネットワーク
強化を意識した情報交換や連携
を図る。
・武豊町内へのグルーン停留所
追加設置要望に対しても検討し
ていく。

●コミュニティバス運行に関連
する計画について
・関連する計画を注視しつつ、
今後の取組みについて検討して
いく。

●SNSなど新しい情報発信方法
・既存の情報発信ツールだけでは
なく、時代の変化を意識した情報
発信に努め、公共交通について広
くPRする。

5.直近２年間の二次評価の活用・対応状況 12



前々回の二次評価結果
（４年３月10日通知）

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

●令和３年度二次評価（R4/3/10通知）
＜評価できる取組＞
・接続タクシー事業の見直しに関する住民
ワークショップを開催し、バスを補完するタ
クシー事業について住民とともに検討を行っ
たことを評価します。
・南部青ルートの路線延伸、広報による免許
返納の周知、高齢者を対象とした無料乗車券
の交付に際してバスの利用方法の説明、住民
ワークショップの開催などの取組によりコロ
ナ禍においても利用者が増加したことを評価
します。

＜期待する取組＞
・中長期にわたって持続可能な地域公共交通
ネットワークの形成に向けては、次期地域公
共交通計画を策定する中で、今後の方針や具
体的な事業を的確に整理するよう期待します。
・地域間幹線系統である赤ルートについては、
新型コロナウイルスの影響もあり、２年連続
で平均乗車密度や収支率の低下がみられます
ので、次期地域公共交通計画に基づいた再編
や、今後の利用促進に期待します。

●新しい計画の策定について
・令和４年４月に「武豊町地域公
共交通計画」を策定しました。旧
網形成計画を踏襲しつつも、近隣
市町との広域ネットワークを考慮
した計画とし、具体的な１０の事
業、数値目標の設定を行った。

●持続可能な事業形成について
・交通計画の将来像「誰もが安
全・安心で快適に移動できるま
ち」の形成に向け、令和元年より
実施したコミュニティバス・接続
タクシーの高齢者無料乗車券交付
事業を継続して実施している。
・新型コロナウイルスの影響によ
る利用者減への歯止めをかけ、安
全安心な利用の呼び掛けを継続す
ることにより、利用回復に繋がり、
令和４年度利用者数は、コロナ前
のピーク水準（令和元年度）の９
割近くまで回復した。
・交通計画に基づいた再編として、
令和４年１０月より青ルートの見
直し、接続タクシー制度の見直し
（利便性向上）を実施し、ネット
ワーク全体の機能向上を図る。

●計画に基づく事業
推進
・令和４年１０月の
改編後も継続した利
用実績の確認を行い、
適宜、停留所の見直
し等により、サービ
スの確保維持に取り
組みます。
・地域交流路線基幹
バス車両の電動化、
公共交通利用への転
換などに取り組み、
社会的効果を考慮し
た事業推進を目指し
ます。
●PDCAの推進
・令和４年１０月の
見直し後も、毎年利
用実態を確認し、見
直しなどを行います。
交通計画に記載する、
目標を達成するため
に行う事業を、適切
に推進し、必要に応
じて改善もしていき
ます。

5.直近２年間の二次評価の活用・対応状況 13



6.計画・評価の推進体制 14

＜PDCAの進め方＞
・地域公共交通計画の進行管理は、計画期間の５カ年を通してPDCAを行う。
・各年度は、地域公共交通会議において各年度事業の計画を設定し、事業の進捗状況と計画の数値目標である
利用者数等を通して、計画の進捗を評価する。

回数（実施日） 進捗管理に関する主な報告・協議事項 主な実施内容

第４２回会議
（令和４年１２月９日）

・令和４年度の自己評価案および地域公共交通計画
の評価結果案について

令和４年度の自己評価および地域公共交通計画
の評価結果案の協議。

第４３回会議
（令和５年３月２９日）

・令和４年度の二次評価結果の確認
・赤ルート「武豊高校東」停留所の移設について
・令和５年度事業計画案の協議
・年末年始の運行について

令和４年度の二次評価結果の共有と令和５年度
の事業計画に係る協議。

第４４回会議
（令和５年６月２６日）

・令和４年度の事業報告・決算報告
・利用者アンケートの調査実施計画
・令和６年度確保維持改善計画（案）

令和６年度の確保維持改善計画案の協議と
フィーダー系統の目標設定に係る協議。

＜協議会の開催状況＞
・年間３回のペースで開催。
・交通計画を策定し、年度事業
の協議、事業進捗の評価・確
認を進めている。



（別添１）

令和5年12月8日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

知多乗合株式会社
（令和４年１０月から令
和７年９月まで運行）

青ルート（コミュニティバス）

●青ルート及び接続タクシー制
度の見直し
・青ルートは、見直し後の利用
が増え、過去最多の利用者数と
なった。
・接続タクシー制度は、見直し後
の利用が減少したものの、新た
な利用が見られ始めている。

●周辺自治体のコミュニティバ
ス路線の動向について
・周辺自治体と交通ネットワーク
強化を意識した情報交換や連
携を図った。
・時刻表裏面にて、広域的な交
通ネットワークを紹介した。

●駅前環境整備事業に伴う道
路の拡幅等について
・関連部署と計画の進捗状況等
について、情報共有を図った。

●SNSなど新しい情報発信方法
・町広報紙面を活用した「コミュ
バスニュース」(不定期)により、
地域公共交通のメリットについ
て情報発信をした。
・電動バスのお披露目会の際に
は、関係者だけではなく、住民
に対しても広くPRするために、
町HPに加え、SNSでも開催につ
いて情報発信した

A
計画通り事業は適切に実施され
ている。

A

令和４年１０月より、青ルートの
見直しを実施。北部への延伸に
よりカバーエリアを増加し、新た
な駅や医療機関、公共施設等と
接続することにより、路線の機
能・役割とサービス水準を上げ
た。
また、高齢者への無料乗車券交
付事業を継続実施した。
その結果、過去最多の利用者数
であった前年度を更に上回り、
目標値も達成した。

青ルート
目標：25,000人
実績：26,733人

●交通会議でのPDCA
・左記の事業評価や各種事業の取組
みについて、相互に共有し、必要に応
じて事業改善を行う。

●コミュニティバス・接続タクシー事業
・コミュニティバスについては、過去最
多の利用者数となったが、利用状況を
確認しつつ、利用促進を図る。
・接続タクシーについても、利用状況を
確認しつつ、高齢者の集会等に出向
き、継続的な周知活動を実施する。
・コミュニティバス利用者および接続タ
クシー登録者へのアンケート結果を踏
まえ、今後の取組みについて検討して
いく。

●周辺自治体等との連携
・引き続き、交通ネットワーク強化を意
識した情報交換や連携を図る。
・武豊町内へのグルーン停留所追加設
置要望に対しても検討していく。

●コミュニティバス運行に関連する計
画について
・関連する計画を注視しつつ、今後の
取組みについて検討していく。

●SNSなど新しい情報発信方法
・既存の情報発信ツールだけではなく、
時代の変化を意識した情報発信に努
め、公共交通について広くPRする。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

武豊町地域公共交通会議

地域内フィーダー系統

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

1/1



（別添１－２）

令和5年12月8日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

武豊町地域公共交通会議

生活交通確保維持改善計画に基づく事業（地域内フィーダー系統）

■武豊町地域公共交通計画より抜粋（R4/4策定）

＜将来像＞
誰もが安全・安心で快適に移動できるまち

＜基本方針＞
・市街化区域内での交通サービスの確保維持
・ニーズが認められたエリアでの交通サービスの提供
・公共交通を活用する生活スタイルへの転換
・総合的な移動サービスの提供（地域協働）
・時代の変化に対応した公共交通サービスの検討

＜計画の目標＞
コミュニティバスの利用者数（１年間でコミュニティバスを利用した人数）　72,000人（令和7年度時点）


